
【問合せ先】 農業振興課 農政係   

電話 860-2462 FAX860-246４ 

メールアドレス28nogyo@city.kawasaki.jp 

無風時や近隣に影響が少ない日を 

選び、農薬の飛散防止に努めてください。 

農薬取締法により登録された農薬を、

容器に記載されている方法で使用し、農

薬散布中や、散布直後は人が入らないよ

うに注意ください。 

住宅地等で使用する場合は、農
薬散布の目的・日時などを事前に
周知を行うようにしてください。 

 令和２年１月７日に内閣府に「かわさきそだち

ワイン特区」の申請を行いました。申請の結果は、

３月下旬に公表される予定です。 

Ｑ 認定されると何ができるの？ 

Ａ 川崎市内で、農家レストランや農家民宿を営

む農業者が、自ら生産した農産物を使って、

最低製造数量基準に関わらず、果実酒を製造

し、その果実酒を自己の営業する農家レスト

ランや農家民宿で提供することが可能になり

ます。 

農家レストランや農家民宿で市内産果実酒を提供

することで、農園への来園者増加や「かわさきの

農業」の認知度向上が期待できます。 

農薬を使用する 
場合の注意点 
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農に興味ある子を増やす   

学校給食への食材提供
                         引続き、ご協力下さい

【援農ボランティアとは】 

農業技術支援センターがＪＡセレサ川崎・同そ菜部・果樹部の協力を得て 
実施した「かわさきそだち栽培支援講座」の修了生による援農グループです。 

果樹では収穫や袋かけ、野菜では鉢上げや片づけといった繁忙期の作業手伝い等を 
希望される方はぜひご検討ください。半日だけの作業でも構いません。 

【お申し込み方法】 
農業技術支援センターあてに求人票をＦＡＸまたは電子メールにてお送りください。 

作業内容・条件などの交渉ののち、援農を行います。 

【求人票の請求・相談・問合せ先】 農業技術支援センター  

電話 044-945-0153 FAX 044-945-6655  

メールアドレス 28nougic@city.kawasaki.jp

援援農農ボボラランンテティィアア（（有有償償））ののおお知知ららせせ

農業生産振興対策事業について 
 本市では、生産緑地及び市街化調整区域農地の高度利用、多様な営農展開を促進することに

よる農業経営の安定及び都市農地の適正な保全を目的として、鉄骨造の温室の設置や多目的 

防災網等の新規導入に対して補助金を交付しております。 

※令和２年４月から一定期間、申請受付予定です。詳細が決まり次第、下記のURLでご案内します。

【詳細はこちら】http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000093055.html 

【問合せ先】農業技術支援センター 電話 044-945-0153 FAX 044-945-6655 

？ 
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今年度403件の特定生産緑地の

指定申出を受け付けました
※今年度の受付期間は、令和元年12月２日から１月31日まで。 

 2017年に生産緑地法が改正され、税制優遇を延長する特定生産緑地制度が導入されまし
た。2022年には多くの生産緑地が指定から30年の期限を迎えます。 
 今年度、川崎市では初めて、特定生産緑地の指定申出を受け付けました。今回申出いただ

いた方の声なども参考に、30年の期限日が近く到来する方は、特定生産緑地の指定申出につ

● 手続きがお済みでない方は、確認・検討ください ● 

 2019年夏に、所有者全員に郵送で手続きについてご案内しています。 
お手元にない方はご連絡ください。 
 次回は、2020 年（令和２年）12月頃から受付予定です。 
 1992年（平成４年）に指定を受けている方は、2020年（令和２年）、2021年 
（令和３年）の２度の機会を逃さないよう、ご注意ください。 
※指定から30 年期限の１年前までの手続きが必要です。

（問合せ先）農地課保全係 電話 860-2461

令和２年３月20日発行 
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生産緑地の土地を所有していても、管理に手が回らない、農地のまま残したいという方に

オススメの制度がこちら！ 平成３０年に都市農地の貸借の円滑化に関する法律（都市農地

貸借法）が施行され、①農業者（借り手）や ②市民農園開設者 に生産緑地を貸しやすくな

りました。 特定生産緑地の指定と合わせてご検討してみてはいかがですか？ 

※上記②のほか、生産緑地の所有者が自ら市民農園を開設する場合も、一定の要件の下、  

相続税納税猶予を継続することが可能となりました。  

（問合せ先） ①については、農業委員会事務局 電話 860-2461  

②については、農業振興課振興係 電話 860-2462 

 メリット 要件 

①農業者（借り手）

に農地を貸す場合 

・契約期間経過後に農地が返ってく

るので安心して農地を貸せます。 

・納税猶予を受けたままで、農地を

貸すことができます。 

都市農業の有する機能の発揮に特

に資する耕作の事業を行うことが

必要です。 

（生産物の市内販売・体験農園・

観光農園・防災農地等のいずれか

１つ） 

②市民農園開設者

に農地を貸す場合 

・市民農園を開設する企業等（地方

公共団体、農業協同組合は除く）

に直接貸すことができます。 

・納税猶予を受けたままで、農地を

貸すことができます。 

市民農園の開設者は農地の所有者

及び市町村と協定を締結した上

で、農業委員会から「特定都市農

地貸付け」の承認を受ける必要が

あります。 

是非、周りにもお勧

めしたい！！ 時間がない中、借りて

くれて助かった。 

ちゃんと農地も管理

してくれている。 

貸して良かった。 

農家の方と良い関係

が築けて良かった。 

子どもたちが育てたお芋を 

みんなで洗って楽しんでいた。

食育に繋がった。

生産緑地所有者 利用者 

制度利用者の声 

令和２年３月現在、 

市内で１件成立済み 

令和２年３月現在、 

市内で３件開設済み 
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農業の担い手である認定農業者の所得向上を目的に、機械･施設等への補助申請者を募集します。 

募集期間 令和２年５月７日（木）～５月２９日（金）（予定） 

対象者  市内に住所を有する認定農業者又は交付決定までに認定を受ける農業者 

対象事業 ①新技術、②作目転換、③土地･労働生産性向上、④流通対策、⑤6次産業化の 

いずれかに該当する設備投資等で、農業経営改善計画において計画している事業 

補助率等 補助対象経費の2分の1以内、限度額300万円（ただし予算の範囲内） 

選定方法 有識者等によるヒアリング及び審査会 

【事例】 

※認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき市から認定を受けた者(所得目標650～750万円) 

（問合せ先）農業振興課振興係 電話  860-2462 

認定農業者※の方へ！

農業担い手経営高度化支援事業「補助金」の申請募集

ブドウの根圏制御栽培システム トマトの長期長段取栽培システム イチゴへの CO2局所施用システム 

「香辛子」は、味の素株式会社で品種改良され

た「川崎生まれのハーブペッパー」です。唐辛

子の中でも辛味と香りが特徴のハバネロやブー

トジョロキア系唐辛子から生まれました。 

一般的な唐辛子の辛み主成分である「カプサイ

シン」に代わって、辛みレベルが1/1000の成

分「カプシノイド」が含まれており、辛みは抑

えられつつも独特のフルーティな香りと美味し

さを楽しめます。 

  香辛子（こうがらし）とは 

農園の開設は次のようなメリットがあり

ます。 

●市民の都市農業の理解が広がる。 

●自身の営農意欲が向上する。 

●安定した収入が得られる。など。 

農業者が自ら開設する農園は次の２つが

あります。 

■市民ファーミング農園 

農業者等が開設する区画貸しの農園 

⇒農業委員会の許可が必要です。 

■体験型農園 

農業者自らが園主となり、利用者が園主の指

導の下、植付けから収穫までを行う農園 

⇒農業委員会の許可は不要です。 

本市では市民ファーミング農園・体験型農

園について、開設手続きの相談・支援等を行

っています。 

（問合せ先）農業振興課振興係 

電話 860-2462 

★香辛子の栽培時期★ 

★香辛子のHANDBOOK公開中★ 

（問合せ先）農業振興課振興係 電話 860-2462 

農業技術支援センター 電話 945-0153 

CO2 ボンベ 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

定植 収穫 

栽培期間 
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